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今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（中間答申）

平成７年９月２０日付け諮問第２４号により中央環境審議会に対して諮問

がなされた「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（諮問）」のう

ち、制度の全体的枠組みについて、検討審議を行った結果、別添のとおり中

間答申することが適当であるとの結論を得たので中間答申する。

なお、当審議会においては、上記諮問事項につき引き続き検討を進めてい

くこととし、その結果がまとまり次第更に答申を行う予定である。
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今後の有害大気汚染対策のあり方につて（中間答申）

１．有害大気汚染物質対策の必要性

近年の我が国の大気環境の状況に関する調査結果によると、大気中から、低濃

度ではあるが発がん性等の有害性を有する物質が種々検出されており、これらの

中には、その有害性に係る内外の知見に照らし、長期曝露による国民の健康への

影響が懸念される物質がある。

有害大気汚染物質の排出抑制対策は、既に米国等幾つかの先進国において進め

られており、国際的に共通の課題であるとの認識が広がりつつある。

また、我が国においても水質汚濁や土壌汚染の分野においては、既に発がん性

物質等の有害物質についての対策が進められている。

このような状況の下、我が国においても、有害大気汚染物質の排出を抑制し、

国民の健康に影響を及ぼすおそれ（健康リスク）を低減する取組が必要となって

いる。

２．基本的認識

有害大気汚染物資は、種類が多く、性状が多様であること、低濃度ではあって

も長期間にわたる曝露による発がん性等の健康影響が懸念されること、当該物質

の製造、使用、貯蔵、廃棄等の様々な過程から大気中に排出されるなど発生源及

び排出形態が多様であること等、従来の大気汚染防止法の規制対象物質とは異な

る態様を有する。

こうした有害大気汚染物質の排出による大気汚染問題に的確に対応するため、

次のような基本的認識で対策を構築することが必要である。

（１）健康影響の未然防止

有害大気汚染物質については、長期曝露に伴う健康影響が顕在化してから

対策に取り組むのでは手遅れになるため、科学的知見の充実に努めるととも

に、健康影響の未然防止の観点に立って、可能な対策から着実に実施してい

くことが必要である。

（２）健康リスクの程度に応じた取組

①物質全体を視野に入れた取組

有害大気汚染物質は種類が多く、その性状も多様であり、大気環境中の濃

度も様々であることを踏まえ、これらの物質全体を視野に入れ、包括的に対

策に取り組む必要がある。

②系統的段階的取組
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取組を進めるに当たっては、物質の有害性に関する知見や大気環境からの

検出状況を基に、個々の物質の我が国における健康リスクの状況を評価し、

その程度に応じて系統的段階的に取組を推進していくことが適切である。さ

らに、健康リスクが高いと評価される物質については、人の健康を保護する

上で維持されることが望ましい大気環境濃度で示された目標値（以下「環境

目標値」という。）を定め、その達成に向けて各種の施策を総合的に実施す

ることが有効である。

（３）新たな知見等による見直し

有害大気汚染物質については、最新の知見等に基づき対応可能性も考慮し

て最善の取組を講じていく必要がある。

このため、物質の有害性に関する新たな知見や大気環境モニタリングの結

果等に基づき、有害大気汚染物質の健康リスクを定期的に評価し、取組の見

直しを行うことが必要である。

３．排出抑制のための対策のあり方

多くの有害大気汚染物質について効果的効率的に排出抑制の対策を講じていく

ため、個々の物質の我が国における健康リスクの程度に応じ、有害大気汚染物質

を以下の３種類に分類して対策を行うことが適当である。

個々の物質の分類については、健康影響に関する知見、大気環境に関する情報

等に基づいて確定する必要があるが、更にその後、新しい知見等が得られれば、

それに応じて見直すことも必要である。

排出抑制の対策の具体化については、発生源の実態や排出状況、対策技術の水

準等排出抑制対策の現状等を踏まえることが重要である。

A 大気環境を経由して人の健康に有害な影響を及ぼす疑いがある物質であって、

我が国において現に検出されているか、又は検出される可能性のある物質群

これらの物質については、行政がリストを作成し、公表するとともに、物

質の有害性、大気環境濃度、発生源等に関する基礎的な情報の収集やデータ

ベースの整備に努める必要がある。

また、事業者の自発的な排出の低減の取組を支援するため、これらの情報

を事業者が積極的に活用できるようにすることが必要である。

B 国内外に人の健康への有害性についての参考となる基準値がある物質ではこれ

らの値に照らして大気環境保全上注意を要する物質群、又は、物質の性状として

人に対する発がん性が確認されている物質群

これらの物質については、行政は、物質の有害性、大気環境濃度、発生源

等に関し、体系的に詳細な調査を実施する必要がある。

また、行政は、事業者の取組の指針となるものを作成し、公表するととも
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に、必要に応じて指導・助言を行う等により、事業者の排出抑制のための自

主的取組の促進を図る必要がある。

さらに、排出抑制に関する様々な情報の収集等に努め、行政と事業者が情

報を共有する必要がある。

C 我が国において環境目標値を設定した場合、現に環境目標値を超えているか、

又は超えるおそれがある等、健康リスクが高く、その低減を着実に図るべき物

質群

これらの物質については、国民の健康を守る観点から、健康リスクの早急

かつ確実な低減を図る必要があり、このため、行政及び事業者が共通の枠組

みの中で協力して排出抑制の取組を進めることが求められている。

以下、具体的な排出抑制対策のあり方について、①工場・事業場、②自動

車、という２つの発生源に分けて記述するとともに、あわせて、③建築物の

解体等の現場から排出されるアスベストに係る対策について記述する。

なお、行政は、計画的な大気環境モニタリングの実施や物質の有害性に関

する新たな知見の収集・評価等を行い、これらを通じて、排出抑制のための

対策を評価し、必要に応じ見直しを図っていく必要がある。

① 工場・事業場に係る対策

工場・事業場に係る対策については、関連するすべての事業者が排出抑

制に取り組むことにより健康リスクの確実な低減が図られるよう、自主的

取組を活用しつつ公平で信頼度の高い制度を構築していくことが必要であ

る。また、その仕組みは国民や国際社会に理解される透明性の高いものと

することが肝要である。

その際、発生源、排出形態が多様であることを踏まえ、排出抑制の具体

的取組内容は、工場・事業場の様々な創意工夫が活かされるものとするこ

とが適当である。

なお、制度の構築及び運用に当たっては、有害大気汚染物質に係る知見

・情報の蓄積状況及び事業者の取組状況を踏まえることが必要である。

（参考参照）

② 自動車に係る対策

１）自動車排出ガス規制について

自動車排出ガス中の有害大気汚染物質については、技術開発の促進を

図りつつ、その開発状況を踏まえて、既に規制対象となっている炭化水

素及び粒子状物質といった多成分混合物質の規制の強化により対応する

ことが肝要である。

また、現在、自動車排出ガス規制の対象となっていない二輪車（二輪

自動車及び原動機付自転車）については、ベンゼン等を含む炭化水素の

排出量が多いことから、自動車排出ガス規制の対象とすることが適当で

ある。
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２）自動車燃料品質規制について

自動車から排出されるベンゼンについては、排出抑制を図るため、当

面の措置として定められたガソリン中のベンゼン含有率５体積％を「石

油製品に係る大気保全上必要な品質の確保について」（平成６年１１月

８日付け中央環境審議会意見具申）に沿って見直すことを検討する必要

がある。なお、この場合、自動車燃料品質の改善は工場・事業場の排出

抑制にも資することに留意する必要がある。

③ 建築物の解体等の現場からのアスベストに係る対策

アスベストは、アスベスト製品等を製造する工場・事業場から大気中に

飛散するだけでなく、建築物の解体等の作業現場からの飛散も問題となっ

ている。

このため、既に規制対象となっている工場・事業場に加え、吹き付けア

スベスト使用建築物の解体等の作業現場についても、飛散防止を図るため、

作業基準を定める等の規制措置を講ずる必要がある。

４．環境目標値設定の考え方

国は、有害大気汚染物質のうち物質の有害性に関する知見や我が国の大気環境

における検出状況から健康リスクが高いと評価される物質については、定量的な

評価結果に基づいて環境目標値を定めることが適当である。

なお、有害大気汚染物質には、ある曝露量以下では影響が起こらないとされる

物質、すなわち閾値がある物質と、微量であってもがんを発生させる可能性が否

定できない物質、すなわち閾値がない物質の２つがあるが、環境目標値の設定に

当たっては、これらの性質に応じて設定することが必要である。

閾値がある物質については、物質の有害性に関する各種の知見から人に対して

影響を起こさない最大の量（最大無毒性量）を求め、それに基づいて環境目標値

を定めることが適切である。

これに対し、閾値のない物質については、曝露量から予測される健康リスクが

十分低い場合には実質的には安全とみなすことができるという考え方に基づいて

リスクレベルを設定し、そのレベルに相当する環境目標値を定めることが適切で

ある。この場合、国内外で検討・評価・活用されている１０ －５の生涯リスクレベ

ル等を参考にし、専門家を含む関係者の意見を広く聴いて、目標とすべきリスク

レベルを定めることが必要である。

また、このような有害大気汚染物質の環境目標値については、閾値のない物質

が多くあること、低濃度長期曝露による健康影響が懸念される物質であることな

ど、従来の環境基準設定物質とは異なる性質を有する物質であることに留意しつ

つ、環境基本法に基づく環境基準とすることを含め、その設定を検討する必要が

ある。

５．大気環境モニタリング等の体系的実施
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今後、有害大気汚染物質対策を長期にわたり着実に推進していくためには、物

質の有害性の知見の収集、大気環境モニタリングの実施、発生源の情報の収集を

体系的、継続的に行う必要がある。国はこうした取組により得られた知見や情報

を定期的、総括的に取りまとめて、我が国の有害大気汚染物質による健康リスク

を評価し、その成果を施策に反映させていくとともに、それらの結果を国民にわ

かりやすい形で公表する方策を検討する必要がある。このためには適切な仕組み

と行政、事業者、研究者等が協力して取り組む体制の整備が望まれる。

（１）物質の有害性に関する知見

我が国として、多種多様な物質についての有害性の評価を計画的・継続的

に行うため、国内外の知見・情報の収集・整理、動物実験・疫学調査等を実

施するとともに、これらの知見の評価等を着実に行う調査・研究体制を充実

させることが必要である。

（２）大気環境モニタリング

大気環境モニタリングを今後一層体系的、計画的に進めるため、次の取組

が必要である。

①国及び地方公共団体による計画的なモニタリング

国及び地方公共団体の適切な役割分担の下、対象物質、測定地点等に関

する計画の策定等により、モニタリングを計画的に実施していく必要があ

る。

Ｂ及びＣの物質のモニタリングについては、地域の環境保全の責務を有

する地方公共団体が中心的役割を果たすことが適当である。

Ａの物質のモニタリングについては、基礎的データの収集の観点から国

が中心的役割を果たすことが適当である。

モニタリングを適当に実施するためには、測定の頻度、地点、サンプリ

ング・分析の方法の標準化等を図ることが必要である。

②モニタリングに関する体制の整備

国及び地方公共団体においてモニタリング体制の整備を図ることは緊急

の課題であり、その際、国は地方公共団体の行うモニタリング等に対する

支援を行っていく必要がある。

データの一層の信頼性を確保するため、精度管理の充実、測定技術の開

発、人材の養成・確保等を継続的に実施することが必要である。

（３）発生源に関する情報

各物質の製造・使用の状況、発生源からの排出状況、排出抑制対策の効果

等に関する情報を収集し、効果的な対策の導入や施策の効果の評価に活用す

ることが重要である。
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このため、事業者は、自らの有害大気汚染物質の排出状況を把握し、これ

を踏まえて取組内容の見直しを図るとともに、行政に対して情報を提供する

ことが必要である。

行政においては、事業者からの情報提供等を基に、各種対策技術の効果等

に関する情報を取りまとめ、事業者に提供することが必要である。

６．その他施策の展開に当たって配慮すべき事項

今日、環境保全対策について、政策の国際的な連携が強く求められていること

にかんがみ、諸外国の有害大気汚染物質対策の動向等を今後とも十分注視してい

くとともに、我が国の取組を内外に広く周知させていく必要がある。

排出抑制対策の具体化に当たっては、中小事業者に対して適切な配慮を行う必

要がある。

排出抑制対策を促進するためには、行政が事業者に対して、金融・税制上の支

援措置を講ずることや、排出抑制のための技術開発を促進することが重要である。

有害大気汚染物質による大気汚染は、発生源の存在状況等に応じて地域性を有

することから、対策の推進に当たっては、地方公共団体が適切な役割を果たすこ

とが必要である。

また、有害大気汚染物質対策を長期的に着実に進めていくためには、行政、事

業者、国民がそれぞれの立場で適切な役割を果たしていくことが必要であり、行

政は事業者や国民への情報提供に努め、対策の必要性やその進め方について理解

を得ていくことが必要である。

国民は、有害大気汚染物質を発生するおそれのある物をむやみに野外焼却しな

い等、日常生活に伴う有害大気汚染物質の排出の抑制に自ら努めることが必要で

ある。

７．今後の取組と課題

今後は、本答申に基づいて、施策推進のための科学的知見の調査・収集及び自

主的取組を活用した法的枠組みも含む制度づくりを急ぐとともに、施策の対象と

なる物質の確定、環境目標値の設定、排出抑制対策の具体化等の作業を関係各界

の意見を幅広く聴取しつつ進めることが求められる。

また、今後、人の健康のみならず生活環境及び生態系保全の観点からの検討を

進めるとともに、大気・水質・土壌等複数の環境媒体による影響についても検討

課題としていくことが求められる。
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特別委員 香川 順 東京女子医科大学教授

特別委員 田付 健次 (財)日本自動車輸送技術協会会長

特別委員 永田 勝也 早稲田大学理工学部教授

特別委員 林 裕造 国立衛生試験所安全性生物試験研究センター総合

評価研究室客員研究員

特別委員 坂東 邦彦 (社)日本鉄鋼連合立地環境委員長

特別委員 樋口 敬一 (社)日本化学工業協会技術環境部会副部会長

特別委員 松野 太郎 北海道大学大学院地球環境科学科研究科教授

（五十音順、敬称略）
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中央環境審議会大気部会小委員会委員名簿

平成７年１２月２７日

小委員長 斎藤 孟 早稲田大学名誉教授

委 員 浅野 直人 福岡大学法学部教授

委 員 加納 時男 (社)経済団体連合会環境安全委員会地球環境部会長

委 員 近藤 雅臣 大阪大学名誉教授

委 員 櫻井 治彦 慶應義塾大学医学部教授

委 員 猿田 勝美 神奈川大学外国語学部教授

委 員 松下 秀鶴 静岡県立大学大学院生活健康科学研究科教授

委 員 横山 長之 (財)日本気象協会参与

委 員 吉崎 正義 (財)日本医療保険事務協会理事長

特別委員 田付 健次 (財) 日本自動車輸送技術協会会長

特別委員 永田 勝也 早稲田大学理工学部教授

特別委員 林 裕造 国立衛生試験所安全性生物試験研究センター総合

評価研究室客員研究員

特別委員 樋口 敬一 (社)日本化学工業協会技術環境部会副部会長

（五十音順、敬称略）
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大気部会及び小委員会の審議経過について

平成７年

９月２０日 第１回 大気部会 諮問

［第１回小委員会］

①有害大気汚染物質の特徴と大気汚染防止法の体系

②小委員会の当面の日程

１０月 ２日 ［第２回小委員会］

・有害大気汚染物質対策の実施状況等に関するヒアリング

（社）日本化学工業協会、（社）日本自動車工業会、大阪府

１０月２４日 ［第３回小委員会］

①有害大気汚染物質対策の実施状況等に関するヒアリング

（社）日本鉄鋼連盟、日本製紙連合会

②有害大気汚染物質対策検討会報告書について

③有害大気汚染物質に係る大気環境の状況について

１１月 ７日 ［第４回小委員会］

・検討会報告書及び大気環境の状況に関する前回資料の質疑

１１月１３日 ［第５回小委員会］

①有害大気汚染物質対策の基本的考え方等について

②大気部会への報告について

１１月２８日 第２回 大気部会 中間報告

［第６回小委員会］

・環境目標値の設定の考え方について

１２月１１日 ［第７回小委員会］

①環境目標値の設定の考え方について

②排出抑制対策のイメージについて

１２月２０日 ［第８回小委員会］

①排出抑制対策の考え方について

②自動車の有害大気汚染物質対策について

③今後の中長期的視点に立った各種知見・情報の収集及び評価

の推進方策について

１２月２７日 ［第９回小委員会］

①事故等の措置について

②建築物の解体等に係るアスベスト対策について

③大気部会への報告について

第３回 大気部会 小委員会の検討結果報告

平成８年 中間答申案決定

１月３０日 第４回 大気部会 「今後の有害大気汚染物質対策のあり方

について」
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小委員会での検討会を経て大気部会で審議された、工場・事業場の

Ｃ物質の排出を抑制するための対策のあり方についての２つの考え方

（考え方１）

・ 事業者において自主的取組が見られつつある現時点においては、まず、行政

が環境目標値を設定し、それを目指して、事業者が自主的取組を進めることが

適当である。

・ 現在、健康リスク低減のために何らかの対策を講ずる必要があると判断する

に足るデータはあるが、具体的な対策内容を検討するために知見・情報につい

ては、自主的取組を進める間に、行政及び事業者がさらなる収集分析に努める

ことが必要である。

・ 自主的取組の結果、十分な成果が得られなかった場合には規制の導入を制度

化することが適当である。

・ 自主的取組においては、しかるべき有識者と協議のうえ、事業者が、取組の

目標、方法、内容等を決定し、実施することが適当である。

（考え方２）

・ 健康リスクの確実な低減を図るために、まず、行政が環境目標値を設定し、

その達成を目指して、事業者に少なくともナショナル・ミニマムとして取組

を求めるための規制措置の導入が必要である。

・ その際、行政は発生源の実態・技術的導入可能性も勘案しつつ、規制基準

を定め、事業者にその遵守を求めることが適当である。

・ 他方、規制措置による環境保全上の成果と同等以上の成果が見込まれる取組

を行う事業者については、一定期間、取組方法、内容等の決定・実施を事業者

に任せ、その期間中は、原則として行政が関与しない仕組みとすることも考え

られる。

・ その際、一定期間経過後に、行政が自主的取組の成果をレビューし、自主的

取組が適切に行われていない場合の措置も併せて整備することが必要である。




